
 

 

 

 

 

 

    第 183 号 平成 27 年９月 25 日発行 
平成 27 年度住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業の募集について 
「住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業」の応募要領等お知らせします。 

対象事業  空き家等を活用した高齢者、障がい者、子育て世帯向けの賃貸住

宅の整備に係る事業（右表、裏面参照） 

募集期間 平成 27年 7月 10日（金）～平成 28年 1月 29日（金） 

応募方法等 本事業専用ホームページ（http://www.anshin-kyoju.jp/）にお

いて、本事業の募集要領や応募申請書の様式等を掲載しています。 

 

不動産広告研修会の開催について 
会員の方は参加できますので広告を出される方はふるってご参加下さい。 

・平成 27年 10月 26日（月）13：30 

・リジェール松山 クリスタルホール 

 

平成 27 年度「住生活月間」の実施について 
国土交通事務次官より愛媛県土木部長を通じて下記連絡がありました。 

（連絡文書要旨） 

国土交通省では、官民協力の下、広報活動や各種行事などを通じて、国民に

住宅、住環境、住まい方等について国民の住意識の向上を図り、豊かな住生活

の実現に資することを目的として、「住生活月間」を実施しています。 

「住生活月間」実施要綱 

①期  間 平成 27年 10月１日（木）から 10月 31日（土）まで 

②実施内容 ・「暮らしと住まいフェア」 

 ・住生活月間記念式典  など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係資料地区連絡協議会設置 

10月７日は地方祭で、協会事務局は休業となります。 

裏面もご覧ください 



 

 

県有地の売払いについて 
愛媛県総務部総務管理局総務管理課長より売り払いについて連絡がありました。 

売り払い物件 

土 地 西条市喜多川字上川原 331番 10 宅 地      224.95㎡ 

建 物 西条市喜多川字上川原 331番 10 居 宅 床面積   61.98㎡ 

  物 置 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造ﾋﾞﾆｰﾙ板 

  葺平家建 床面積  3.61㎡ 

  予定価格      11,640,000円 

入札場所 愛媛県西条庁舎７階中会議室（＊あらかじめ参加申込書要提出） 

提出期間 平成 27年 10月 16日（金）までの執務時間中 

問合せ先 愛媛県総務部総務管理局総務管理課財産管理グループ TEL 089-912-2255 

 

不動産の公売について 
愛媛県中予地方局特別滞納整理班より公売について連絡がありました。 

公売財産 
土 地 西条市丹原町高松甲 711番１ 畑        2,789㎡ 

  見 積 価 格    950,000円 

  公売保証金   100,000円 

特記事項 ・境界確認、面積実測はしていない。 

 ・不法投棄等調査、土壌汚染、掘削による安全調査はしていない。 

 ・公売財産内に石碑あり。 

 ・現状現有販売であるため、下見することをお勧めします。 
 ・入札時には、「買受適格証明書」が必要です。 
 ・公売財産には、作物が植えられています。 

入札日時 平成 27年 12月９日(水) 14：05～14：25 

開札日時 平成 27年 12月９日(水) 14：25 

公売場所 愛媛県中予地方局庁舎７階 大会議室 
そ の 他 現地確認希望の場合は、平成 27 年 10 月 19 日～10 月 23 日（土、日

曜・祝祭日を除く）の間に下記照会先に連絡後、日程調整 
 ＊当該不動産公売に参加するためには、公売保証金の納付が必要と

なります。詳しくは関係資料をご覧ください。（愛媛県のホームペ

ージにおいても参照可） 
問合せ先 愛媛県中予地方局特別滞納整理班 089-909-8390 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係資料地区連絡協議会設置 

関係資料地区連絡協議会設置 

会費の納入はお済みですか？ 
平成 2７年度分の会費（業協会年会費 50,000 円、保証協会年会費 6,000 円）の

納入がまだの方は、早急にご納入下さい。平成 28 年６月 30 日までに納入の無い場

合、会員資格が無くなります。会費納入は地域の任意団体へ委託していますので、

詳しくは各任意団体へお尋ね下さい。 


